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単位：円／ｍ3

汚水処理原価 

一般会計一般会計 
からの繰からの繰 
入金入金 

一般会計 
からの繰 
入金 

使用料単価 

（円） 
汚水処理原価 726円／m3

94円／m3使用料単価  

※汚水処理原価：汚水1ｍ3を処理するための経費。 
※使用料単価：汚水1ｍ3に対する使用料収入。 

◎問い合わせ　下水道課　1内線224 

●下水道使用料の計算例（一般汚水、2ヵ月分） 

●下水道使用料料金表（一般汚水、2ヵ月分） 

　一般家庭が2ヵ月に使用する水量が40ｍ3の場合、2ヵ月当たりの下水道使用料金は以下のとおりとなり、466円の
値上げとなります。なお、使用期間が４月１日をまたがる場合は、３月３１日までの料金は現行料金で、４月１日以 
降の分は改訂料金で使用日数に応じて日割りで計算します。 

使　用　水　量 

基　本　料　金 

基本料金 Ａ 

超過料金 Ｂ 

小　　計 Ｃ 

消 費 税  Ｄ 

合　　　計 

現　行　料　金 改　訂　料　金 差　額 
16m3まで 

16m3を超え40m3まで 

Ａ＋Ｂ 

Ｃ×0.05 

Ｃ＋Ｄ 

1,120円 

1,920円 

3,040円 

152円 

3,192円 

1,276円 

2,208円 

3,484円 

174円 

3,658円 

156円 

288円 

444円 

22円 

466円 

16m3まで 

16m3を超え40m3まで 

40m3を超え60m3まで 

60m3を超え80m3まで 

80m3を超え100m3まで 

100m3を超え200m3まで 

200m3を超え1,000m3まで 

1,000m3を超え2,000m3まで 

2,000m3を超える分 

1,120円 
 

80円 

 

100円 
 

125円 

145円 
 

160円 

1,276円 

92円 

98円 

112円 

124円 

136円 

154円 

172円 

190円 

超　過　料　金 

1m3につき 

現　行　料　金 改　訂　料　金 

24m3×80円 24m3×92円 

下水道は、清潔で快適な生活環境を築くためだけではなく、河川や海などの水質汚濁を防ぎ、貴重な自
然を守るための重要な施設です。
町では、平成４年に公共下水道の供用を開始してから12年が経過し、現在の普及率は33％となっています。
下水道使用料は、家庭や事業所などから出る汚水をきれいにするための下水処理場や、下水管の維持管

理費用、これまで行ってきた下水道建設に要した借入金を返済する費用に充てられます。これらの費用は、
使用料の収入で賄うことになっていますが、現状では困難なため、不足分は一般会計の繰入金（税金）で補
っている状況です。
一般会計からの繰入金を減らし、下水道財政の健全化を図るため、必要な費用をできるだけ使用料で賄

えるよう、４月１日から使用料を平均14％引き上げることになりました。
今回の改定は、平成４年以来初めての改定となります。今後とも下水道事業の効率化を図り、経費の削

減に努めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。


